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ご利用に際して・・・
＊介護保険のショートステイとは異なり、医療保険での入院となります。
＊入院期間は、10日前後（最大でも14日間）です。
＊入院期間中の内服薬はご持参ください。
＊入院の受け入れ可否は、当院にて判断させていただき、後日連絡します。

お問い合わせ先：岩手県立山田病院　看護なんでも相談 ０１９３（８２）２１１１

お知らせ

令和2年4月から、山田病院退院支援看護師が2名となりました。
入院中や退院後の生活の事で悩んでいることやお困りことがありましたら
お気軽にご相談ください。

・介護の申請はどうしたらいいかな？

・家に帰ったらどういう介護サービスが必要かな？

・食事の介助をするとき、

何を気をつければいいかな？

北村　朋恵　　鈴木　美樹子

  ･山田病院かかりつけの方　･医療行為がある方　･訪問診療を受けている方

　　メディカルショートステイのご案内

　メディカルショートステイとは、様々な疾患や障害を抱えながら
　在宅療養している患者さんとそのご家族をお手伝いさせていただく
　ために、短期間の入院生活を送っていただくものです。

〈対象となる方〉

  ･悪性疾患や種々の疾患の終末期であり、医師が必要と判断した方
  ･感染症があり、施設の受け入れが困難な方
  ･他院からの紹介の場合は、医師が許可した方

介護者が介護できない状況に陥り、お困りの場合はご相談ください。

ケアマネジャーを通して相談していただいでも大丈夫です。

岩手県立山田病院 入退院支援チーム


